
新の電波利用技術を活用したブロードバンド
ゼロ地域の解消に関する調査検討会

【報告書概要】

詳しくは、東北総合通信局 情報通信連携推進課（022-221-0753）までお問い合わせください。

平 成 １ ９ 年 ３ 月
東北総合通信局



第１章 我が国のブロードバンド環境の現状

第１節 全国と東北地域のブロードバンド環境の現状

○ブロードバンド・サービスの普及が進む一方、地域間の情報格差（デジタル・
ディバイド）が拡大している。（全世帯の6.1％がブロードバンド・ゼロ地域）

○東北管内全世帯の14.3％がブロードバンド・ゼロ地域であり、全国で も普及
が遅れている地域となっている。

第２節 ブロードバンド政策の動向

・総務省「u-Japan政策」により2010年までに国民の100％がブロードバンドを
利用可能とする整備目標を設定した。

・IT戦略本部「IT新改革戦略」により2010年度までにブロードバンド・ゼロ地域を
解消することを目標に定めた。

・総務省「次世代ブロードバンド戦略2010」によりブロードバンド・ゼロ地域解消
に向けたロードマップの作成等、推進体制の在り方を明らかにした。

第３節 東北総合通信局の取組み
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（単位：万世帯）

ブロードバンド・サービス未提供世帯（空白部分）
（ブロードバンド・ゼロ地域）

306万世帯（全世帯の６％）

○ブロードバンド・サービス提供世帯の全国比率は９４％、未提供世帯は６％。
○光ファイバの整備が比較的進んでいる首都圏及び近畿圏と、その他の地域との格差が大きい。

○ブロードバンド・サービス提供世帯の全国比率は９４％、未提供世帯は６％。
○光ファイバの整備が比較的進んでいる首都圏及び近畿圏と、その他の地域との格差が大きい。

都道府県別ブロードバンド・サービス提供状況（平成18年3月末現在） ＦＴＴＨサービス（光ファイバ）が提供されている地域の世帯

ＦＴＴＨサービスは未提供だが、ＡＤＳＬ、ケーブルインターネッ
ト等の何らかのＢＢサービスが提供されている地域の世帯

ＢＢサービス未提供地域の世帯

ＦＴＴＨサービス（光ファイバ）が提供されている地域の世帯

ＦＴＴＨサービスは未提供だが、ＡＤＳＬ、ケーブルインターネット
等の何らかのＢＢサービスが提供されている地域の世帯

ＢＢサービス未提供地域の世帯

ブロードバンド基盤整備状況（都道府県別）ブロードバンド基盤整備状況（都道府県別）

東北管内

49万世帯
（全国比：16％）
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全世帯の

14.3％
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ゼロ地域
（世帯数） １００万
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／1,843市町村

／5,000万世帯

2010年度までに

① ブロードバンド・ゼロ地域を解消する。
（その過程において、ブロードバンド・ゼロ市町村を2008年度までに解消する。）

② 超高速ブロードバンドの世帯カバー率を90%以上とする。

2010年度までに

① ブロードバンド・ゼロ地域を解消する。
（その過程において、ブロードバンド・ゼロ市町村を2008年度までに解消する。）

② 超高速ブロードバンドの世帯カバー率を90%以上とする。

２０１０年度へ向けたブロードバンドの整備目標

注： 2006年において記載されている世帯カバー率、ゼロ市町村数、ゼロ地域世帯数の数値は、平成18年3月31日現在のもの。
2008年において記載されている世帯カバー率、ゼロ市町村数、ゼロ地域世帯数の数値は、いずれも現時点における目安であり目標ではない。

整備済
団体

整備済
団体

７２％ １００％

３０６万

４０

次世代ブロードバンド戦略2010 H18.6.27提示

IT戦略本部で決定した2010年度を目標年度としたブロードバンド全
国整備の方針を受け、総務省として目標達成のための戦略を策定
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060627_3.html

目標達成に向けた東北総合通信局の取組み

国
が
行
う
べ
き
役
割

④関係者の協議の場の設置促進④関係者の協議の場の設置促進
事業者、県、市町村等からなる全国レベル及び地方レベ
ルの推進体制の構築促進

①公正競争条件の整備①公正競争条件の整備
接続ルール、コロケーションルール等

②事業者に対する投資インセンティブの付与②事業者に対する投資インセンティブの付与
電気通信基盤充実臨時措置法に係る利子助成等

③地域における取組みに対する支援③地域における取組みに対する支援
交付金、過疎対策事業債、地域公共ネットワークの整備
推進、自治体整備光ファイバ網の積極的開放等

⑤需要の喚起・利活用の促進⑤需要の喚起・利活用の促進
利活用に関する調査研究の実施や利活用モデルの提示
による需要の喚起

⑥情報の整備・公表⑥情報の整備・公表
サービス提供エリア内世帯数や光ファイバの整備状況等
に関する情報の整備・マップ化等

⑦無線技術等多様な技術の導入促進⑦無線技術等多様な技術の導入促進
広帯域無線システム等に関する技術基準の策定・周波数
の確保等、条件不利地域におけるブロードバンド技術の
研究開発及び実証実験

「東北地域ブロードバンド推進会議」の設置「東北地域ブロードバンド推進会議」の設置

産官が一体となった協議会を設置し、東北地域におけるブロードバンド
未整備地域に対する普及方策について協議する

宮城県七ヶ宿町宮城県七ヶ宿町におけるブロードバンド化促進のための調におけるブロードバンド化促進のための調
査研究査研究の実施の実施

ブロードバンドを活用した地域課題解決に資する情報通信ネットワーク
の実現に向け、七ヶ宿町の課題・特性に応じた地域情報通信基盤の整
備方策や利活用モデルの実施計画を策定する

東北ブロードバンドマップの公開東北ブロードバンドマップの公開

管内市町村のブロードバンドサービス提供エリアをマップ化し、公開する

地理的デジタル・ディバイドを解消する情報通信技術に関す地理的デジタル・ディバイドを解消する情報通信技術に関す
る調査研究る調査研究の実施の実施

条件不利地域における地理的なデジタル・ディバイドを情報通信技術の
視点から、課題を解消するための研究開発・実証試験プロジェクトを検討
するとともに、プロジェクトの実施体制を確立する

18
年
度
の
東
北
総
合
通
信
局
の
取
組
み新の電波新の電波利用利用技術を活用したブロードバンド技術を活用したブロードバンド・・ゼロ地域ゼロ地域のの

解消に関する調査検討解消に関する調査検討の実施の実施

条件不利地域におけるラストワンマイルを解決する有線ブロードバンド
代替システムとしての広帯域移動無線通信システムの利用可能性を、
実証実験を通じ調査検討する

次世代ブロードバ
ンド戦略2010に基
づく具体的方策を
東北地域固有の
課題を解決しなが
ら目標達成に向け
た取組を実施して
いる。



第１節 ワイヤレスブロードバンドの現状

○近年、ワイヤレスブロードバンド技術の進展により様々な無線システムの普及が進展しつつある。特に、デジタル・ディバイド対策として全国
で先進的な取組が顕著となっている。

○IT戦略本部「IT新改革戦略」においても、2010年度の目標達成のためブロードバンド無線アクセスのような電波利用システム等の実現を図
ることが示された。

○総務省もワイヤレスブロードバンド推進に向けて様々な検討と取組みを行っている。

①情報通信審議会による「電波政策ビジョン」の提言 ②総務省による「周波数の再編方針」の策定 ③ワイヤレスブロードバンド推進研究
会での検討 ④情報通信審議会情報通信技術分科会広帯域移動無線アクセスシステム委員会での検討

②長沼町

①北海道内

③三沢市

④南相馬市

※原町市は合併により平成18年1月1日から南相馬市。

⑤松本市

⑥恵那市

⑦南あわじ市

⑨松山市

⑩内子町

⑧呉市

⑬津久見市

⑭宮崎県中部

⑫阿蘇市

⑪長与町

地図凡例

：市町村等が事業主体

：NPOが事業主体

：民間事業者が事業主体

：ﾗｽﾄﾜﾝﾏｲﾙ（加入者回線）型
：ﾗｽﾄﾜﾝﾏｲﾙ（加入者回線）型と

無線スポット型の複合型
：中継回線型

市町村名

市町村名

市町村名

無線LAN (WiFi)
高出力無線LAN

民間事業者ﾗｽﾄﾜﾝﾏｲﾙ型
北海道内

（２１市町村）
①

高出力無線LAN民間事業者ﾗｽﾄﾜﾝﾏｲﾙ型宮崎県中部⑭

無線LAN (WiFi)市町村ﾗｽﾄﾜﾝﾏｲﾙ型青森県三沢市③

大分県津久見市

熊本県阿蘇市

長崎県長与町

愛媛県内子町

愛媛県松山市

広島県呉市

兵庫県南あわじ市

岐阜県恵那市

長野県松本市

北ｱﾙﾌﾟｽ周辺

福島県南相馬市

北海道長沼町

地域

準ミリ波帯FWA
(18GHz帯）

市町村中継回線型⑬

無線LAN (WiFi)第３ｾｸﾀｰﾗｽﾄﾜﾝﾏｲﾙ型⑫

無線LAN (WiFi)NPOﾗｽﾄﾜﾝﾏｲﾙ型⑪

無線LAN (WiFi)市町村中継回線型⑩

準ミリ波帯FWA
(18GHz帯）

市町村中継回線型⑨

高出力無線LAN民間事業者ﾗｽﾄﾜﾝﾏｲﾙ型⑧

準ミリ波帯FWA
(18GHz帯）

市町村中継回線型⑦

無線LAN (WiFi)
高出力無線LAN

市町村
ﾗｽﾄﾜﾝﾏｲﾙ型
無線ｽﾎﾟｯﾄ型

⑥

無線LAN (WiFi)NPOﾗｽﾄﾜﾝﾏｲﾙ型⑤

準ミリ波帯FWA
(26GHz帯）

市町村ﾗｽﾄﾜﾝﾏｲﾙ型④

無線LAN (WiFi)市町村ﾗｽﾄﾜﾝﾏｲﾙ型②

無線ｼｽﾃﾑ事業主体利用目的

全国に広がる先進的な取組事例

○ 有線によりブロードバンドが提供されないシチュエーション

《Ａ》面積が相対的に大きく、密度が低い
世帯等を収容するための回線

《Ｂ》物理的要因により有線の回線敷設が
困難な地域の回線

《Ｃ》同一構内又は同一建物内の
アクセス等

．．． その他

《Ｄ》移動しながらは
使わないが、端末を
どこにでも持ち運んで
可搬的に使う回線
（他の利用シーンを
含む概念）

有線ブロードバンドを代替するシステムの要求条件有線ブロードバンドを代替するシステムの要求条件

世界的な
標準化との協調

大規模市場による
需要の下支え

オープン
スタンダード

デバイスやサービス構築コストの低廉化

導入の容易性・ 高い拡張性

◇有線によるブロードバンドが
提供されない原因
・ 需要規模の不足

（運用コスト高）
・ 相対的に高い整備コスト

（初期コスト高）

有線ブロードバンド代替システムの概要と候補周波数有線ブロードバンド代替システムの概要と候補周波数

ルーラルエリア アーバンエリア

有線ブロードバン代替システム

利用シーン１

利用シーン２
融合利用
（補完）

周波数を専用する電気通信事業者に適用

候補周波数帯： 2.5GHz帯

自営及び周波数を共用する電気通信事業者に適用

候補周波数帯： 4.9GHz帯

・ キャリアセンス機能を具備することを前提として、
他の無線アクセスシステムと同じく、登録制の下、
周波数を共用。

※現在、一部の地域において既に無線アクセスシステム
の登録局に開放されている周波数帯域であり、これらと
同じ条件で、有線ブロードバンド代替システムを導入
することが可能。

登録制の対象地域の拡大
とともに、有線ブロードバン
ド代替システムの導入可能
エリアも拡大

候補周波数帯：

1.5GHz帯

今後導入可能性
のある周波数帯

・ 現状、2G携帯電話、
MCAにより使用

・ 移動通信システムの
条件によっては、地域
的に割当ての可能性

第２章 ワイヤレスブロードバンドの現状



第２章 ワイヤレスブロードバンドの現状

第２節 新のワイヤレスブロードバンド技術、ＷｉＭＡＸ

○ＷｉＭＡＸ（Worldwide Interoperability for Microwave Access）には、固定WiMAXとモバイルＷｉＭＡＸがある。
特にモバイルＷｉＭＡＸは、近い将来、安価かつ設置の容易なシステムとして普及が期待されている。

○モバイルWiMAXの特長
①数㎞～数十㎞程度の広いカバレッジ ②数Mbps～数十Mbpsクラスの高速通信 ③モビリティ機能（高速ハンドオーバー）

○WiMAX規格
IEEE802.16による国際標準化（802.16e-2005）
WiMAXフォーラムによる上位レイヤ規定の策定

○WiMAXのコア技術
OFDMA  MIMO  All-IP
→①伝送速度及び周波数利用効率の向上による搬送データの伝送コストダウン
→②安い伝送路及び既存IP認証装置利用によるネットワーク構成のコストダウン

○WiMAXの今後
機能拡張により、WiMAXが第4世代のワイヤレス技術として成長することが
期待される。

WiMAXフォーラムの組織図

ＭＩＭＯの特徴
ＯＦＤＭＡの特徴



第３章 調査検討の概要

第１節 調査検討の目的

○東北地方は中山間地等多くの条件不利地域を抱えブロードバンド・ゼロ地域が全国のほぼ２倍となっていることから、条件不利地域にお
けるラストワンマイルを解決することを目的に、有線ブロードバンド代替システムとしての広帯域移動無線アクセスシステムの利用可能性に
ついて調査検討を行うこととした。

第２節 調査検討会の設置

○東北総合通信局の調査検討会として、産学官の委員による「 新の電波利用技術を活用したブロードバンド・ゼロ地域の解消に関する調
査検討会」（座長：東北大学大学院工学研究科教授 安達 文幸）を平成19年７月26日に設置して平成19年3月末までの間、調査検討を

行った。

○調査検討会に作業部会（主査：東北大学電気通信研究所助教授 中瀬 博之）を設置して、石巻市のブロードバンド・ゼロ地域において地
域公共ネットワークと広帯域無線アクセスシステムを組み合わせた試験システムを構築し、フィールド試験を実施して有用性を検証した。

第３節 検証する広帯域移動無線アクセス
システムの選定

次の条件を満足するシステムとして2.5GHz帯の周波数を

使用するモバイルＷｉＭＡＸを採用することとした。

①1.5Mbps以上のインターネットサービスが可能であるこ

と。

②半径２㎞以上の広域エリアでの通信が可能であること。

③通信市場での普及が見込まれ、将来的に価格の低廉
化が予測されるシステムであること。

地域公共ネットワーク

ＦＴＴＨ
（ＡＤＳＬ）

新の電波利用技術を活用したブロードバンド・ゼロ地域の解消に関する調査検討の概要新の電波利用技術を活用したブロードバンド・ゼロ地域の解消に関する調査検討の概要

調査結果のとりまとめ

■調査■調査結果に基づく技術的評価と結果に基づく技術的評価と検討検討課題等の抽出課題等の抽出による有線ブロードバンド代替システムの有用性の提言による有線ブロードバンド代替システムの有用性の提言
■条件不利地域■条件不利地域におけるワイヤレスブロードバンドネットワークに関する標準仕様におけるワイヤレスブロードバンドネットワークに関する標準仕様の提言の提言

【端末側】
◆電波伝搬調査

【基地局側】
◆電波伝搬調査

【センター側】
◆異種ネットワーク（シス
テム）の相互接続性の確認

【【フィールド試験フィールド試験項目項目】】
◆電波伝搬調査（地理的要因に伴う電波伝搬特性の調査）
・地形、距離等の条件変動に伴うスループット、電界強度等の測定

◆異種ネットワーク（システム）の相互接続性の確認
・光ファイバ、FWA等構成の異なるシステムでの相互接続試験
・地域公共ネットワーク、FTTH、ADSL等との相互接続試験

ブロードバンドサービス
条件不利地域

ブロードバンド
サービス条件
不利地域

公共施設

広帯域移動無線通信
システム（2.5GHz帯）



第４章 フィールド試験

○フィールド試験の概要
試験実施期間：平成19年１月～３月

試験実施場所：宮城県石巻市（旧河北町針岡地区）

○フィールド試験項目

①カバレッジ測定 ②電界強度測定 ③スループット測定

④遅延時間測定 ⑤インドア測定

○フィールド試験結果

☆見通しであれば、4.8㎞超の通信が可能

基地局アンテナからの見通し外のRSSIは10dBm下がる。但し、民家
や木々等比較的小さな障害物の場合であって、山や丘のような大きな
自然障害物の場合は、その背後で電波を受信することは困難。

☆ダウンリンク2.1Mbps、アップリンク0.95Mbpsのス

ループットを実証

○公開試験
開催日：平成19年２月26日

場所：石巻市北上水辺センター

フィールド実験ネットワーク図
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100Base-LX
M/C L2

SW

100Base-T
WiMAX
端末装置

100Base-T

石巻市地域公共
ネットワーク

WiMAXネットワーク

光ファイバ100Mbps

光ファイバ１Gbps

センター施設（河北総合支所）

大川中学校

石巻市地域公共
ネットワーク

WiMAX 基地局

Internet

北上水辺センター
北上川

端末装置を基地局から約1.2km離れた北上水

辺センターに設置。 一般的なアプリケーショ

ンを用いて、条件不利地域を想定したモバイ

ルWiMAXの固定的（FWA的）利用をデモンスト

レーションする。

◇ インターネットブラウジング

◇ Webcam 映像配信

◇ ビデオストリーミング

etc…

公開試験概略図

WiMAX端末局



（１） フィールド試験結果の検証と考察

電波の強い直進性を確認、カバレッジは出力の低いアップ

リンク側（端末側）に依存

○より広いカバレッジ確保のために

①高出力端末や高利得アンテナの使用 ②基地局アンテナ

の高位置への設置、指向方向の調整 ③端末側アンテナの
屋外設置

○スループット向上のために

①更なる開発への期待 ②新たなアンテナ技術（ＭＩＭＯ）の

活用

（２） 有効性に関する考察

○フィールド試験の結果、半径２㎞以上の広域エリアで、 １．
５Ｍｂｐｓ以上のインターネットサービスが可能であることが実
証された。

○地域公共ネットワークとの相互接続性についても確認された。

→地域公共ネットワークを活用したブロードバンド環境構築の
手法として有効であり、実現性が高い。

（３） 制度上の課題

○情報通信審議会ＢＷＡシステム委員会では、「条件不利地
域における有線ブロードバンド代替システムに関する要求条
件」に関する検討は先送りされた。

→モバイルＷｉＭＡＸのラストワンマイルとしての利用は、今後
の制度上の課題となっている。

技術的課題の解決による環境整備
◆更なる技術開発とフィールド試験による

検証の必要性

制度的課題の解決による環境整備
◆制度上の課題解決
・モバイルＷｉＭＡＸのラストワンマイルとしての
利用に対応できる柔軟な制度が必要
・高出力無線機器及び高利得アンテナの導入
可能な制度が必要

◆地域公共ネットワークの活用に向けて
・地域公共ネットワークの標準仕様への追加

課題解決による環境整備が必要

モバイルＷｉＭＡＸを活用した

ブロードバンド・ゼロ地域の解消のために

環境整備によりモバイルＷｉＭＡＸがブロードバ
ンド・ゼロ地域の解消に活用されることを期待

第５章 考察 ／ 第６章 まとめ
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